
関係団体の長殿

基発 0329第 4号

令和3年 3月 29日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「石綿障害予防規則j等の一部を改正する省令等の施行について」等の一部改正について

石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等（令和 2年厚

生労働省告示第 277号。以下「告示Jという。）については、令和 2年7月 27日に告示され

たところであり、令和 5年 10月 1日から施行することとされています。また、告示第 1条

第 2号に規定する「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」については、令和2

年 8月4日付け基発 0804第 3号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行につ

いて」等の関連通知において、これに該当する者の解釈を示しているところです。

今般、下記のとおり関連通知の一部を改正しましたので、ご了知いただきますようよろし

くお願いいたします。

記

1 令和 2年8月4日付け基発 0804第3号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等

の施行についてjの改正について

第 1・第2 略

第 3 細部事項

1 略

改正後

2 関連告示関係

( 1）略

( 2 ）分析調査者告示

ア 第 1条第2号に規定する「同等

以上の知識及び技能を有すると認

められる者」は、次の①から＠まで

に掲げる者であること。

① 公益社団法人日本作業環境測

定協会が実施する「石綿分析技

術評価事業Jにより認定される A

第1・第2 略

第3 細部事項

1 略

改正前

2 関連告示関係

( 1）略

( 2）分析調査者告示

ア 第1条第2号に規定する「同等

以上の知識及び技能を有すると認

められる者」は、次の①から盆まで

に掲げる者であること。

① 公益社団法人日本作業環境測

定協会が実施する「石綿分析技

術の評価事業」により認定され
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ランク差」ill_Bランクの認定

分析技術者又は定性分析に係る

金聾主

②～④略

盛一般社団法人日本繊維状物質

研究協会が実施する「石綿の分

析精度確保に係るクロスチェッ

ク事業jにより認定される「建築

物及び工作物等の建材中の石綿

含有の有無及び程度を判定する

分析技術iの合格者

イ略

( 3）・（4）略

るAランクエ11.._Bランクの認定

分析技術者

②～④略

（新設）

イ略

( 3）・（4）略

2 令和 2年 9月 1日付け基発 0901第 10号「右綿障害予防規則第3条第6項の規定に基

づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項についてJの改正について

改正後 改正前

1 厚生労働大臣が定める者（第1条関係rl1 摩生労働大臣が定める者（第1条関係）

( 1 ）略

( 2）告示第1条第2号の「同等以上の技

能及び知識を有すると認められる者J

は、次のアからオまでに掲げる者であ

ること。

ア 公益社司法人日本作業環境測定協

会が実施する「石綿分析技術評価事

業Jにより認定される Aランク亙L

くは Bランクの認定分析技術者又は

定性分析に係る合格者

1イ～ エ略

オ一般社団法人日本繊維状物質研究

協会が実施する「石綿の分析精度確

保に係るクロスチェック事業」によ

り認定される「建築物及び工作物等

の建材中の石綿含有の有無及び程度

を判定する分析技術Jの合格者

2～4 略

( 1 ）略

( 2）告示第 1条第2号の「同等以上の技

能及び知識を有すると認められる者」

は、次のアからエまでに掲げる者であ

ること。

ア 公益社団法人日本作業環境測定協

会が実施する「石綿分析技術評価事

業Jにより認定される Aランクエ且

Bランクの認定分析技術者

イ ～ エ 略

（新設）

2～4 略
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